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　毎日の生活の中で起こる人権に関わる困りごとを解決に導くための相談です。相談は、法務大

臣から委嘱を受けた人権擁護委員が担当します。相談内容についての秘密は厳守しますので、気

軽にご相談ください。 

日時　2月 18 日（水）午前 10 時～午後 3時　最終受付：午後 2時 30 分　 

場所　市民センターいわま(笠間市下郷 5140) 
 

 
相続登記、遺言書保管、相続した未登記建物の新築登記などに関連する悩みについて、登記

の専門家である司法書士・土地家屋調査士が無料で相談に応じます。 

※ご自身で作成された登記申請書の確認は対象外です｡ 

日時　2 月 14 日（土） 
午前 10時～10 時 30 分、午前 10 時 45 分～11 時 15 分、午前 11 時 30 分～正午、 
午後1時～1時30分、午後1時45分～2時15分、午後2時30分～3時、午後3時15分～3時45分 

場所　水戸地方法務局 2階(水戸市北見町１-１) 

定員　相続登記：28名　遺言書保管：7名　未登記建物などの登記：7名 
申込方法　電話でお申し込みください。定員になりしだい締め切ります。 

受付時間　午前 9時～午後 4時 
 

⑮ 無料相談会のご案内

特設無料人権相談を開設します　　　　　　　　　　　 問　社会福祉課(内線 157)

相続登記・遺言書保管等休日無料相談会 
問　水戸地方法務局　℡ 029-221-5130

猫は屋内で飼うなど、ペットは周りに配慮して飼いましょう。 

 
地域の集会所などで市への相談や申請支援ができる｢動く市役所｣を運行します。モニター画面

を通して、担当者の顔を見ながらやり取りができ、実際の窓口と同じように申請や相談ができま

す。ぜひご利用ください。 

｢動く市役所｣でできること　集団健診のウェブ予約、電子回覧板の閲覧方法、各課への相談･申請など 

インターネット、LINE の使い方やスマートフォンの操作方法など 

※｢ちょこっと健康チェック｣2月はお休みします。 

※申請に必要な書類(お持ちの場合)や本人確認書類をお持ちください。 

※申請手続きによっては、当日に申請などができない場合があります。 

⑭ ｢動く市役所｣ をご利用ください　　　　　　 　問　企画政策課(内線 556)

運行場所 実施時間 実施日

下安居コミュニティセンター(笠間市安居 1427-2) 午前 10 時～正午
2月    5日（木）・19日（木）

岩間体験学習館「分校」(笠間市上郷 1742-1) 午後 2時～4時

地域交流センター福原(笠間市福原 3602-2) 午前 10 時～正午
2月    6日（金）・20日（金）

関戸コミュニティセンター(笠間市福原 2926) 午後 2時～4時

地域交流センターはこだ(笠間市箱田 1037) 午前 10 時～正午
2月  12  日（木）・26日（木）

上市原公民館(笠間市上市原 1888-1) 午後 2 時～4時

松山団地自治会館(笠間市大田町 208-336) 午前 10 時～正午
2月  13日（金）・27日（金）

大池田郵便局(笠間市大橋 2185-4) 午後 2 時～4時


